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中で、補助金がこれくらいしか来なくてこんな

にいっぱい一般財源を持ち出してまでしなきゃ

ならないなんてことが何で起きたんだろうかと

いうことを考えると、とってもいたたまれない、

正直。幾ら自立経営対策室が頑張ってみたって

大変でしょう、6,000万円のお金を生み出すた

めにどれくらい大変な思いをしてるんですか。

だけど、一方でそれはほとんど無条件に使うん

ですよ。そういうふうなことが一方でありなが

ら、それに何とも言えないというのは情けない、

つくづく思いましたし、今まで本当にどうだっ

たのかというところをもう１回私も振り返って

みる必要があるなというふうに思いながら質問

させていただきました。 

＋ ＋

 明らかにならないところいっぱいありました

けれども、ぜひ私はこの遺漏ないように、それ

から市長言われたように、できるだけやっぱり

持ち出し少ないように対応していただければな

と、これ難しいでしょうけど、いうことを申し

上げておきたいと思います。 

 質問の第２ですが、時間がないね。福祉事務

所長には大変申しわけないけども、時間がない

から12月定例会でさせていただきたいと思いま

す。終わります。 
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○安部 隆委員長 次に、順位４番、議席番号３

番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 よろしくお願いします。 

 それでは、通告しております２点について順

次、簡単に、簡潔に明瞭に質問いたしますので、

答弁の方も明瞭な答弁をお願いしたいと思いま

す。 

 まず最初に、敬老会のあり方についてという

ことなんですけれども、長井市においてはどう

もこの敬老会というものが、私から見れば中途

半端な状態ではないかと思っております。そう

いった状態、現状であることから各地区、各地

域の皆さんが非常に困った事態に陥っていると、

悩んでいるというところが見受けられます。そ

ういった状況を踏まえて質問をしてまいりたい

と思います。 

 まず、福祉事務所長に今年度、もう敬老の日

が過ぎて、大体の地区が敬老会をされたと思い

ますけれども、今年度の開催状況をちょっとお

聞きしたいと思います。人数ですとか場所とか

金額ですとか、少し規模を縮小しただとか、さ

まざまな状況がことし大分あったようにお聞き

しておりますので、そういったところをまず教

えていただきたいと思います。 

○安部 隆委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 お答えいたします。 

 各地区、中央地区も郡部も同じなんですが、

９月の17日に敬老会を開催されておるところが

多いようでございます。昨年と変わりまして、

人数がふえたことによって会場が確保できなく

てというふうなことの理由や、委託料が一人頭

1,300円から1,000円に減額されたということで

なかなかやりづらいというふうなことがあって、

実際に１つの地区が、祝賀会を取りやめて記念

品の贈呈だけにしたというふうな地区が１地区

ございます。さらに、招待者の数と参加者の数

につきましては例年と大体変わりございません

が、食事とかお酒とか出しているところが多い

わけなんですけれども、例えば２合お酒をつけ

ておったのが１合になっただとか、あとおはぎ

を出しておったのがちょっと予算が足りなくて

つけることができなかったとかということで、

ちょっと質を落として開催しているという地区

の方が多いようでございます。以上です。 

○安部 隆委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 もう一つ、地域負担、地

元負担というんでしょうか、1,300円から1,000
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円に委託料が減ったことからさまざまな地域で

負担をしてると思います。今言ったように賞品

を少し格下げというんでしょうか、減らしたり

して工夫しているところももちろんあるでしょ

うけれども、地域負担が大分支出増になってい

るところというのもあるのではないかなと思う

んですが、いかがでしょうか。 

＋

○安部 隆委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 お答えいたします。 

 やはり地区からの持ち出しがふえたというふ

うなお答えになってる地区も実際４カ所か５カ

所ございますので、それなりに負担が大きくな

っているところでございます。 

○安部 隆委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 もう一つ、２点目の他市、

市に限らず他市町の、市町村の状況で知り得る

限り教えていただきたいんですが、長井市はこ

ういった委託ということで76歳以上の方々に

1,000円に当たるものを各地区、あるいは連合

会長というようなところに委託をしているわけ

ですけれども、他の市町村の状況なんかはいか

がなってるでしょうか。 

○安部 隆委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 お答えいたします。 

 置賜各市町の状況を平成18年度、一たんお聞

きしております。さらには19年度の予定につい

ても同じく聞いておりますが、例えば米沢市は

地区自体で独自でやっておって、市からの委託

とかそういった格好はとっておらないようです。

それから南陽、高畠、川西、白鷹、小国、飯豊

ともにやってございますが、１人当たりとして

見ますれば、1,000円出しておられるところが

飯豊町ぐらい、あと南陽が支部ごとに違います

けれども1,000円ぐらいは出しておられるとい

うふうなところでございまして、あとほかにつ

きましては１人当たり300円、地区割で5,000円

とか、そこから比較させていただければ長井市

はそんなに１人当たりの額が低いというふうな

ことでもないように思われます。 

○安部 隆委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 私が持ってる資料では、

小国町も独自開催という、要するに行政からの

負担なしで独自に開催してるということですよ

ね。そうすると、近隣では米沢と小国には地域

の独自事業に任せていると、行政の負担ないと、

そのほかはさまざまあるが、長井市が際立って

少ないというわけではないというようなことで

す。この置賜以外でも、聞くところによると、

自主的に事業をしているものに対して補助金を

交付するというような行政もあるというふうに

お聞きしたのですが、65歳以上にすべてという

意味じゃなくて、そういうふうに頑張ってる、

そういう事業に取り組んでるところにだけ補助

金をというような考え方もあるとお聞きしてる

んですが、そういったことは把握していらっし

ゃいますか。 

○安部 隆委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 そういったところもあ

るというふうに聞いております。ただし、長井

市につきましては委託というふうな格好で委託

契約を結んで各地区の地区町会長さん、それか

ら婦人会長さん方と委託契約で、市の事業とし

てお願いしている格好なわけですので、1,000

円でやってくれというのも本当にできるのかな

というふうに私個人では思っておるところであ

ります。 

○安部 隆委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 確かに減額したのもいた

し方ないなというふうなところもわからないで

もないんです。昭和60年からの資料をいただき

ましたけれども、その当時は75歳以上を対象に

しまして2,029人だったんですね、昭和60年、

それが現在は4,395人、これは平成13年から76

歳以上と１つ繰り上げたにもかかわらず4,395

人、倍以上ですよね、2,029人だったわけです

ので。金額も、その当時は1,500円、ピーク時
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で1,800円という時代もあったようですが、昭

和60年ごろには300万円強でしたが、平成12年、

75歳の一番最後の平成12年のときには560万円

もの支出、平成15年には570万円ということで、

その後減らしたわけで、ことしは439万円とい

うことで、非常に多額の支出になっているわけ

で、今後もこの招待者数というのはふえていく

というような予想はされると思います。 

＋ ＋

 大変な負担というんでしょうか、金額になる

わけで、これをどうにかしなくてはいけないと

いう気持ちがあって減らさざるを得ないという

判断をしたわけですけれども、私が言いたいの

は、どうも「敬老会というのはそもそも何だ」

とよく聞かれるんですね。「敬老会って何です

か」といろんな地区長に聞かれます。声が詰ま

るわけですけれども、いろいろ資料を見ますと、

市と受託者との契約書の中には、何らうたわれ

てない状態であります。広辞苑を見ますと、敬

老会というのは老人を招いて慰安する会という

ふうになっておりますけれども、そういった文

言すらこの契約書なるものには全然書かれてお

りません。契約書に書かれているのは受託先の

名前、委託者の名前、委託者、市長の名前です

よね、それを受ける者の名前、あとは金額、あ

と名簿を添えることということ、あとは今年度、

19年度について支払うものですよというような

こと、６項目ぐらいあるんですが、そういった

ことしか書いておりません。何ら目的やら概要

やら敬老会とはどういうものか、精神やら理念

やら、そういったことは一切書かれてないのが

現状であります。私は金額云々というよりも、

長井市の敬老会に対する、あるいは敬老思想に

対する取り組み、考え方というのが非常に中途

半端、宙に浮いている状態ではないかなと思っ

ております。これでは受け手側が戸惑うのは当

たり前の状態があると思います。 

 ある地区長が、中央地区の地区長がこう言っ

ておりました。「できることなら委託されたく

ない。返上したいぐらいだ」というような気持

ちを持っておられる方もいらっしゃいました。

ただ、中央地区の場合は全体で一くくりで契約

してますので、そこはできないということであ

りますが、こういったところもありますし、あ

と出席率が30％程度だったり、50％を超えると

ころもあるんでしょうけれども、来た方と来ら

れない方との差が激しいわけですよね。そうい

ったところに、これでいいのかなと、敬老会っ

てこれでいいんだろうかとジレンマですよね、

悩んでる地区長さんもいっぱいいらっしゃる、

こういう状態とお聞きしています。 

 ですから、私は今後長井市が敬老会のあり方、

敬老思想というものを明確に示すべきだという

ことで今回この質問をしているわけですが、福

祉事務所長としては、契約書には書いてないわ

けですが、どういった気持ちで委託をしている

のか、その敬老会というのは何だと、敬老会と

は何だとお思いでしょうか。 

○安部 隆委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 お答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、契約書の中には、第

１条で敬老会の実施を委託するものとするとい

うふうにしか記されておりません。敬老会の実

施を委託しているわけでございまして、商品券

だけを対象者の方にお上げするのも敬老会を実

施したということになるだろうというふうに解

釈しておるところでございますが、私としては、

昔からといいますか、今まで連綿と各地区で行

われてきた敬老会をずっと実施していただきた

いというふうに考えております。本来ですと、

委託しているわけでありまして、長井市が敬老

会を全部できるほどの費用を負担させていただ

くのが一番いい方法と思いますが、それぞれ地

区によっても地区費なりから援助といいますか

足し前というふうな格好で今まで開催してこら

れておりますことでもありますので、それをさ

らに地区の方にもっと負担をかけるような形は

―２５０― 
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したくないというふうに思っております。 

 委託ということでなくて、先ほど委員の方も

おっしゃっておられましたが、やり方を変えて、

例えば助成なり、そういった方法もあるだろう

し、さらには、飲み食いばかりでなくて何かイ

ベントとかそういった方向でのやり方の変換も

考えていく必要があるのではないかというふう

に思っております。 

○安部 隆委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 今後のことまで答えてい

ただきまして、本当にありがとうございます。 

＋

 市長にお伺いいたしますが、今の敬老会のあ

り方というものにどのように思っていらっしゃ

るのか、または敬老思想というものを残してい

かなくてはいけないと私も思っておりますが、

それとこの敬老会というもののあり方というん

でしょうか、どういうふうにかかわらせていく

のか、今の問題点と、もしも市長、今後何かお

考えがあるのであれば、そこをお聞かせ願いた

いと思います。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 19年度の敬老会の委託料につきましては、

1,300円を1,000円にさせていただきました。残

念ながら、地区長会の皆様初めご協力いただい

てる老人会ですとか、そういった方々との意見

交換をする時間的余裕がなかったと、しかしな

がら財政的な問題で何とかお願いして下げさせ

ていただいたと。20年度につきましては、まず

委託というあり方が果たしていいのかと、委員

ご指摘のとおりだと思います。それと、私は敬

老会といいますか敬老という考え方、もちろん

今日長井市があるのは本当に敬老の日を迎えら

れるような先輩方のご努力のたまものでござい

ますので、それはやはり市民挙げてお祝いする

ということは必要だと思います。ただ、今のよ

うな、中央地区については形態はさまざまです

が、ほかの５地区については大体１カ所にお集

まりになって、そこで若干懇親と、それからお

赤飯と紅白まんじゅうですね、あとは地元の例

えば小学生のアトラクションがあったり、ある

いは地元の方々のアトラクションがあったりと

いうことでお祝いしてるというやり方は非常に

いいと思うんですが、それをこれからも続けら

れるかどうか、その辺はぜひある程度、時間は

ありませんが、お話をしながら来年どのような

形がいいか検討したいというふうに考えていま

す。 

○安部 隆委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 やっぱり今のままでは問

題があると思っています。受け手側の地区長、

地区の役員の方々が非常に苦労なさって、続け

たいんだけれども地区の負担が、この300円減

ったことによって倍近くなるというような状態

であったり、手伝う方がなかなか減ってきた。

昔は高齢者の息子さんや娘さん、お孫さんが寄

り添ったり送り迎えがあったり非常ににぎわっ

た時代があったと、手伝ってくれる人もいっぱ

いいたという時代もあったようですが、最近で

は手伝ってくれる人もだんだんと少なくなって

きた。そういった中で、はざまに立ってると思

うんですよね、板挟みになっている。こっちか

らはもうお金がないんだと、手伝う人もいなん

だ、さてどうするといったときに、続けたいの

はやまやまなんですが、ここで大きな決断をし

て、うちのまちはやめようかと決断なされた地

区も、私が住む十日町もそうなんですが、中央

地区で十日町と野川でしょうか、２つの地区は

敬老会というみんなが集まって宴会というんで

しょうか、そういったことをするのを取りやめ

て、記念品ですとか何かメッセージですとか、

そういったものを添えて各家々に回るというよ

うなことに置きかえたと、非常につらい決断を

なさったと思います。ほかの地区長さんなんか

は、私が地区長してるうちは続けたいと、次の

方々に譲るまでは何とか続けたいというプライ
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ドのようなもので何とか続けてらっしゃるとい

うのが多いのではないかなと思います。 

 （「野川は前からそうだ」の声あり） 

○３番 我妻 昇委員 前からですか。野川は前

からだそうです。十日町は今回取りやめにした

ということでございます。私は、やはり市とし

て政策というんでしょうか、きちっと明確な立

場をとらなくてはいけないと思います。それは

例えば感謝の心をはぐくむということなのか、

思いやりの心をはぐくむということなのか、高

齢者の健康増進を目的としたものなのか、そう

いったところを明確にしなくてはいけないんじ

ゃないかなと、高齢者を敬う心を育てなくては

いけないということなのか、そういった目標と

いうんでしょうか、概念、理念というものをき

っちり明確にして、政策としてこの事業をどう

取り組んでいくのかということをぜひ20年度に

明確にしていただきたいと思います。 

＋ ＋

 ある全国の、ちょっとどこだかわからないん

ですが、ある地域で、敬老会の副題として、敬

老会の下にありがとう会というふうにしてるん

ですね。今まで一生懸命働いて、その地域のた

めに働いていらっしゃった方を尊敬の念を込め

て、感謝の心をもってありがとう会というふう

に副題を書いて活動していらっしゃる方がいる

ようです。非常にすばらしいことだなと思って

おります。何よりも市の考え方をしっかり明確

にすることで皆さんにもそういった心が伝わる

し、市民にもそういった心が広がっていくのか

なと思っておりますので、ぜひ検討していただ

きたいと思いますが、もう一度市長から具体的

に20年度から何かしらをしていくということに

了解してよろしいんでしょうか。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 来年度に向けて、委託という形で果たしてい

いのかという点も含めて、まず形態を見直す、

同時に、今、各地区にそれぞれお任せしている

わけですけども、その辺なんかもどのようにし

ていったらいいか地区長さん初め関係者の皆さ

んと意見交換できるような場所を設けながら、

まだ予算編成まで５カ月ぐらいありますので、

それまで十分詰められるように努力したいとい

うふうに思います。 

○安部 隆委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 ぜひ皆さんの声を踏まえ

て、皆さんの現状を認識した上でいろんな決定

をしていただきたいと、検討していただきたい

と思います。 

 それでは、２点目のあやめ公園なんですが、

私もしつこいくらいにこのあやめ公園を毎回の

ように挙げてるわけですけれども、まずことし

のあやめ公園は、新聞にも載ったように、大変

好評だったというような、また人がふえたと、

入園者数でしょうか、ふえたというようなこと

が載っておりましたけれども、やまがた花回廊

キャンペーンですとかフラワー都市交流事業で

すとか、さまざまなイベント、または入園料値

上げなどもあって、例年にも増して、このあや

め公園というものがことし注目されたのかなと

思います。一部何か花の病気があってちょっと

残念なところもあったというふうに聞いており

ますけれども、ことし６月10日から７月10日ま

で開催して、状況をお聞かせ願いたいと思いま

す。入園者数、バスの台数ですとか、訪れたお

客様の声ですとか、市民の声ですとか、あとい

ろんなイベント、夜のイベントもなされたよう

ですが、そういったイベントの状況ですとか、

そういったところ、ことしのあやめ公園全般に

ついて商工観光課長にお伺いいたします。 

○安部 隆委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 まず、入園者等の状況でございますが、有料

入園者数が平成18年、２万9,211人に対しまし

て約2,000人ほどふえて３万1,436名、それから

市民の方、それから無料期間の入園者等を含め

―２５２― 

＋



 

た総入園者数が本年度は４万8,285名、前年度

と比べまして約3,000人の増でございます。入

園料収入につきましては、見込みの段階という

ことでご理解いただきたいんですが、1,680万

572円、昨年度と比べまして約300万円ほどのプ

ラスになってございます。なお、その他のデー

タで必要があれば、また再度お願いしたいと思

います。 

＋

 それから、バスの台数でございますが、今年

度736台、一応マイクロバスを含めてというふ

うにご理解をいただきたいと思いますが、736

台、昨年度744台でございますので、若干減っ

てございます。 

 それから、お客様の声、あるいはイベントの

状況というふうなことでございますが、とりあ

えず料金の方の関係で、旅行代理店の皆様方に

対しましてお知らせ文を事前に交付させていた

だいたというふうな状況もございまして、料金

の値上げに対する苦情、あるいはトラブルとい

うふうなことはなかったように感じてございま

す。ただ、花が７月の頭の大雨といいますか強

い雨でかなり傷められまして、その後においで

になられたお客様の中に、何人かから多少の苦

情があったというふうに聞いてございます。た

だ、最終の土日、７月の７日、８日でございま

すが、それに対してはポット苗のプレゼントと

いうふうなことをやらせていただいて、苦情が

なかったような状態でございます。 

 それから、イベントの状況でございますが、

昨年度と今年度の違いといたしましては、１つ

は高台のにぎわいづくりというふうなことで、

子供たちのふわふわバルーンというんですか、

そういったふうなものを設置をさせていただい

たり、それから特に市民の方にもう１回あやめ

公園においでいただきたいというふうなことで、

週末ごとの夜のイベントを開催するというふう

なことをやってございます。ただ、どちらも若

干まだまだ浸透が足りなかったかな、あるいは

周知が足りなかったかなというふうなことで、

入り込みの方は伸びなかったというふうに感じ

てございます。ただ、そういったふうな仕掛け

に取り組んだというふうなことで、次年度に対

する事業の方向性というふうなものはつかんだ

というふうなことを協会の方から聞いてござい

ます。以上でございます。 

○安部 隆委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 入園料に関しての苦情が

なかったというのは前もっていろんな通知をし

てたということは、エージェントからの苦情が

ないということであって、お客様からの、訪れ

た方からの声というのはどうだったんでしょう。

苦情に限らずに、そういったことというのは聞

いてないということでしょうか。お一人お一人

から聞くようなことはしなかったんでしょうか。 

○安部 隆委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 先ほどの点につきましては、旅行会社さんと

のやりとりというふうなことでございますが、

私どもで直接にお客様の方にお聞きをするとい

うふうなことは、申しわけございませんが、や

ってございません。観光協会の職員の方の方か

らお話を聞いてるというふうな状況でございま

す。それによりますと、遠くからおいでになる

お客様というよりはどうも地元の方の方から何

件かそういったふうなお話があったというふう

なことを聞いてございます。 

○安部 隆委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 ことしを来年につなげる、

去年をことしに生かすというときに、そういう

取り組み方でちょっと甘いんではないかなと思

います。ちゃんとことしの状況を数、台数、そ

こだけのデータだけじゃなくて、訪れた人の様

子というものをしっかり把握すべきだなと思い

ます。私が料金を徴収して受付のところからち

ょっとのぞいたときは、非常にえっと、700円

かというようなことで、せっかく来たんだから

―２５３― 



 

＋

しようがないけれどもというふうなやりとりが

何人かお見かけいたしましたし、そういったこ

とを少しまとめておくべきではないかなと思い

ます。それは３番目に、戦略ということでもつ

ながってくるわけですけれども、今の状況は表

面上の人数ですとかそういうことですが、予算

的にはどうだったんでしょうか。目標値、予算

ですよね、予算に対して、または目標人数です

よね、目標を立てたはずです。何人来るから幾

ら幾らという目標に対しての実績という意味で

はどうだったんでしょうか、お伺いいたします。 

○安部 隆委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

＋ ＋

 まず、予算の方の関係でございますが、目標

として予算に計上させていただきました2,764

万4,000円でございます。実績値につきまして

は、実績予定値というんですか、につきまして

は先ほどお話をしたんですが、1,680万円程度

ということで、約６割の状況でございます。そ

れから有料入園者数につきましては、当初４万

9,600人というふうな目標を掲げてございまし

たんですが、実績といたしましては３万1,436

名、約63％の達成状況というふうなことでござ

います。 

○安部 隆委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 そこで、２番目の質問に

なるわけですが、金額ベースでいうと約、達成

率６割、60％、人数ベースでいうと６割から７

割近く、総数で69％でしょうか。いろんな団体

とか個人とかありますんで、そういったところ

は６割に満たないところもありますが、総数で

69％程度ということで、人数は７割近い人数が

いらっしゃったということはまあまあなのかな

と思いますが、金額ベースで60％というのは問

題ではないかなというふうに思っております。 

 近年の過去の予算と決算の状況をちょっとま

とめたので申し上げますが、ことしは６割とい

うことは、見込み違いが約４割あったというこ

とですね。見込み違い４割というふうに、まず

ことしをそういうふうに言います。去年、18年

度は2,299万円に対して1,375万3,000円という

ことで、これも４割の見込み違いなんですよ。

40％見込みが違ったと。おととし、17年度は

2,359万7,000円に対して1,429万2,000円、これ

は39.4％、これも４割ですね。これはかったよ

うに４割違うんですよ、３年間。16年度は

2,419万4,000円が1,819万6,000円ということで、

これは24.8％、まあ25％、16年度は25％程度、

それ以外のここ３年間は40％ぴたりと、はかっ

たように40％違うということは、これは現実と

かけ離れた予算ではなかったかと私が申し上げ

ておるわけですが、これでいいんでしょうか、

この予算というものは。決算があって、それを

もとにして予算、もとにしてというんでしょう

か、ことしの実績をかんがみて来年を計画立て

るというのがあると思いますが、予算を立てる

ときに、去年もおととしも40％も違うのに、何

でことしもまた40％も違うのでしょうかと、こ

れが予算ですかというふうに非常に疑問に思い

ます。 

 予算というものを地方財政法の第３条から見

ますと、「地方公共団体は法令の定めるところ

に従い、かつ合理的な基準によりその経費を算

定し、これを予算に計上しなければならない」。

第２項に、「地方公共団体はあらゆる資料に基

づいて正確にその財源を補足し、かつ経済の現

実に即応して、その収入を算定し、これを予算

に計上しなければならない」というふうにうた

われているわけですけれども、現実に即応して

とか資料に基づいて正確にという部分に全然当

てはまらないのではないかというふうに思うわ

けですが、予算ってこういうものでしょうか、

財政課長、お願いします。 

○安部 隆委員長 松本 弘財政課長。 

○松本 弘財政課長 お答えいたします。 

 予算の編成につきましては、委員ご指摘のと

―２５４― 

＋



 

おり、地方財政法第３条にそのとおりに規定が

あることは認識しておるところでございます。

このあやめ公園の入園料につきましては、近年

商工観光課の方で立てました入園者の目標値な

どをベースにして積算をしてきているというの

が確かに実態でございます。結果から申します

と、委員ご指摘のとおり、例えば平成19年度で

は約1,080万円程度の予算割れを起こしている

わけですから、ご指摘のとおり、積算が甘いと

言われれば、そのとおりだというふうに反省を

しているところではございます。ただ、あやめ

公園の入園料をかたく確実に見込むということ

は、作業自体そんなに難しいというふうには思

っておりませんが、ただ、例えばあやめ公園の

入園料を1,000万円下げてかたく見込んだ場合、

歳出も同額1,000万円引き下げなければならな

いということになるわけです。私はむしろそっ

ちの方が非常に今の長井市の財政状況では難し

いというふうに思っているところでございます

ので、そういう実態の部分についてもご理解を

いただきたいというふうに思っているところで

ございます。以上です。 

＋

○安部 隆委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 歳入を見込んでおかない

と歳出の方で困るというようなことでしょうか。

それはちょっとかなりおかしいんではないでし

ょうか。要するに過大な歳入を見込むと過大な

歳出を生むというのがよく言われることではな

いでしょうか。適正な歳入を組むからこそ、予

定するからこそ歳出も適正になるのではないで

しょうか。 

 もう一つの、こういうことを書いてます。歳

入欠陥などが何度も繰り返されたりすると、当

該年度に執行すべき事業を翌年度に繰り越すな

ど、その他、歳入欠陥によるさまざまな計画変

更があったりして、それが立て続くと将来の財

政運営に大きな影響を及ぼし財政の破綻にもつ

ながることとなるというふうに指摘されている

方もいらっしゃいますので、この歳入を甘く見

積もる、多く見積もるということは、行く行く

は財政破綻につながることとなるというふうに

思いませんか、財政課長。 

○安部 隆委員長 松本 弘財政課長。 

○松本 弘財政課長 財政の健全化の観点からい

えば、大原則として歳入をかたく見積もる、こ

れはご指摘のとおりだというふうに思っており

ます。 

○安部 隆委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 それでは、なぜ３年間も

40％の見込み違いを許すんでしょうかと。これ

はこのあやめ公園だけの問題で見れば、それは

額小さいんですよ、1,000万円とか900万円とか

そういうことなんですが、これを許してていい

んですかということなんですよ。額小さいから

いいんでしょうか。これが行く行くは積もり積

もってどうなるのかと、こういう考え方、こう

いう精神が行く行くはどうなるのかと、指摘さ

れているとおりになる可能性があるということ

ですので、この３年間も、あるいは４年間もこ

ういう見込み違いを繰り返すというのは非常に

危険なことと思います。 

 もう一度、財政課長、このまま繰り返すんで

すか、来年も、かたくいかないんですか。悪い

とわかってて、そのまま続けるんでしょうか。 

○安部 隆委員長 松本 弘財政課長。 

○松本 弘財政課長 ４年間のお話をすれば、確

かに結果的にそうなってるということは私も認

識をしていますし、反省すべきだということは

申し上げたとおりでございます。ただ、予算編

成時点におきましては、商工観光課の方である

程度の目標を設定して頑張るんだと、それには

こういった歳出も必要なんだということでの要

求になっているわけですから、そこの部分はご

理解をいただきたいということを申し上げたつ

もりでございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

―２５５― 



 

＋

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 ○安部 隆委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

＋ ＋

○３番 我妻 昇委員 それでは、目標設定のこ

となんですが、結局３番目の戦略ということに

つながるんです。目標設定、歳入というのは見

積もり、見込み、見込みですよね。見積もりや

見込みというのはいろんな計画やいろんなデー

タ、資料に基づいて目標を設定して、それで見

込み、見積もりをするわけですよね、歳入とい

うか。歳出というのはそれ以内でおさめる限度

ということになるわけですけども、目標設定が

余りにもなってないということになりますよね。

ということは、毎年毎年いろんなデータやいろ

んな情報、状況を分析し来年度に生かすという

作業がどこかで間違っているということになる

のではないでしょうか。目標設定があって、そ

れについて歳入を決めてるということでありま

すので、この目標設定、私は戦略と呼びますけ

れども、この戦略をきちっと立てなければ今後

もこのような事態に陥りますし、またこのあや

め公園の問題だけじゃなくて長井市全体にも及

ぶ可能性がありますので、ここは強く申し上げ

たいと思います。この戦略、あるいは目標設定

ということで、先ほどの答弁あるいは前回の議

会での答弁で、観光計画を立てつつあると、準

備をしているということですけれども、きちっ

とした戦略を、ただデータでことし上がった下

がった、よかった悪かったということではなく

て、しっかりと来年度につなげられる戦略を立

てるべきと思います。 

 まず、予算に対して実績が開きがあったとい

う点につきましては、残念ながら努力不足だっ

たということで、これはしっかり今年度の総括

をしなきゃいけないだろうというふうに思いま

す。 

 ただ、委員ご指摘のとおり、３年も４年もそ

ういうことをやってたということでございます

が、これは例えば、私の理解としては、当然こ

れは過大な予算を組むべきじゃないんですが、

空予算になってしまいますので、そこは厳に慎

まなきゃいけない。ただし、例えば500万円こ

とし寄附金も予定しておりました。残念ながら

努力不足で50万円、49万円しかならなかった。

一方で、あそこの久保ザクラの水洗トイレ、

1,000万円かけて整備する。そういった意味で、

総体として支出はこのぐらい目標とすると、し

かし歳入もこのぐらい見ますよと、そのバラン

スだと私は理解してます。結果として努力不足

で、あるいはいろんな事情で実績が上がらなか

ったということについては委員ご指摘のとおり

でございますので、まずことしのデータから総

括をきちっとすることがまず専決。それから次

は、戦略については委員おっしゃるとおりでご

ざいまして、ただあやめ公園だけをどうするか

ということではなくて、やはり全体の中で観光

をどうするかと、その中であやめ公園あるいは

桜をどうするかということだと思いますので、

そこはしっかりと計画を立ててまいりたいと思

いますが、具体的な内容は後でよろしいですか。

以上です。 

 市長にお伺いいたしますけれども、この予算

や決算、この見込み、目標という意味で、今後

計画、戦略というものをどうお考えなのか、収

益事業だというふうに言い切る市長であります

ので、しっかりとした戦略に基づいて、この収

益事業をきちっとしたものにさせなければいけ

ない、あるいは訪れた観光客に感動させられる

ような戦略を立てなくてはいけないと思います

が、市長、いかがでしょうか。 

○安部 隆委員長 ３時ですので休憩といたしま

すので……。 

（「すぐ終わらせますので。５分ぐらい」の声

あり） 

○安部 隆委員長 いやいや、まだ時間は16分残

ってるから、そんなに早くやめないで……。 

―２５６― 

＋



 

 ３時のため休憩いたします。再開は３時20分

といたします。 

 

 

   午後 ３時００分 休憩 

   午後 ３時２０分 再開 

 

 

○安部 隆委員長 休憩前に復し、会議を再開い

たします。 

 我妻委員の質疑を続行いたします。 

○３番 我妻 昇委員 休憩で力を養いましたの

で、また元気に再開をしたいと思います。 

 ちょっと話戻りますが、敬老会はやめてくだ

さいと言ったわけでは決してありませんので、

誤解のないようにしていただきたいと思います。

1,300円から1,000円に下げるときに非常につら

い思いをしながら下げたのだなというふうに思

っておりますが、受け手側もそれと同時に大変

つらい思いをしてるというこの現状をわかって

いただきたいということで、20年度はしっかり

とした取り組みをしてほしいという、そういう

ことでありますので、ぜひよろしくお願いした

いと思います。 

 あやめ公園の話に戻りますと、いろいろある

んですが、もう一つ指摘をしたいと思うんです

が、700円に値上げして影響するのは個人のお

客さんなんですよね。団体でない部分の個人の

お客さんがこの700円の影響を受けるところな

んですが、この実績値を見ますと、去年よりこ

の部分は減ってるんですよね、人数が、個人が。

ということは、700円を払ってる人というか、

影響がある人というのは減ってるんですよね、

300数十人減ってますね。ということは何でこ

の収入が300万円ほどふえたのかというと、団

体客がふえてるわけです。団体客が約2,000人

でしょうか、2,300人ぐらいふえてるんですよ

ね、団体客が。ということで、金額では300万

円程度アップしておりますと、目標値には至ら

ないもののということで、ここでちょっと私が

指摘したいのは、団体客は、実は20人になりま

すと420円になるので、20人で買うんですよ、

実は。わかりますかね。12人で700円払ったと

きに8,400円なんですよ。団体料金の20名で420

円になるところで計算すると8,400円で同額な

んですよ。要するに12人超えた場合は、13人と

か14人になったときは20人のチケット買うんで

すよね。それがカウントされてるんですよ、実

は。だから、団体客が実はふえたということで、

これは観光地ではよくある話ですし、団体買っ

た方が得だと、バーゲンセールだってそうです

よね。世の中もちろんいっぱい買えば安くなる

のはそうだということで、これは普通の出来事

なんですが、実際の値じゃないですよというこ

とを指摘したいと思います。 

 昨年度１万1,100人の団体客が１万3,480人に

ふえたというのは、実は700円で買うとちょっ

と損するから十三、四人で来た場合に20名だと

いうことで買うと、それが20人にカウントされ

ているということは、これは本当の数字という

のは、バスおりた人をカチャカチャカチャカチ

ャとやるしかないので、そんなことは多分して

いないですし、する必要もないのかもしれませ

ん。ただ、戦略という部分で、そこは見落とし

てはいけない部分だと指摘したいと思います。

そこを見逃して、あ、ふえたんだと、何だ、

700円にしたけどもふえたじゃないかというふ

うに思っては危険ですよということを私は商工

観光課長並びに市長に十分そこを踏まえて戦略

を練っていただきたいと。あるいは観光協会も

そうでしょう。観光協会もそこのところは楽観

視してるんではないかと思いますので、そうで

はないですよということをよく考えてください。

見た目上はふえております。あと、市民も実は

減っているんですね。ですので、楽観視、決し

てできない、非常に厳しい状況であるというこ

＋

―２５７― 



 

＋

とをよく考えていただきたいと思います。 

＋ ＋

 また、先ほどの予算のこともそうなんですが、

見る人見るとでたらめと受け取られますね。こ

うしたことをやっぱり続けていくのであれば、

市長は商工業や農業と並ぶ産業の一つに観光と

いうことを位置づけると、また観光立市長井を

目指すんだということで、観光を大きく取り上

げてるわけですけれども、現場でも非常に頑張

ってます。観光協会もそうです。市民の方々も

ボランティアや自分たちのできることを考えて、

あやめ公園に対して現場で頑張っているわけで

すけども、こうしたことを見逃していけば、幾

ら頑張ってもとっても追いつかない、主要な産

業になんてとてもじゃない、観光立市なんてと

てもじゃないというようなことが予想されます

ので、どうか財政課長初め商工観光課長も市長

も、皆さん一丸となってこの戦略づくりに取り

組んでいただきたいと思うんですが、その観光

計画や戦略というものはどのようにしてつくっ

ていかれるんでしょうか。市長、お願いします。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 戦略ということでございますが、先ほど委員

がおっしゃった実態、実は個人の10人のお客さ

んで買うよりは団体で買った方が安い場合があ

ると、それは人数何人からでしょうけども、そ

ういう実態があったということは予測されない

わけではなかったんですけども、改めてそうい

う実態もあるということをご指摘いただき、そ

の辺もあわせてやはりきっちりとことしの状況

を分析しなきゃいけないだろうというふうに思

います。 

 委員もお気づきかと思いますけども、今のあ

やめ公園は残念ながらまだまだ改善しなきゃい

けない点がたくさんあると、観光協会に運営の

方を委託してるわけですけども、その例えば従

業員、臨時の従業員ですけども、本当にいい職

員と残念ながらまだまだ教育が足りない職員と、

その差もありますし、またよく戦略を練る場合

はしっかりと目標を定めて、その目的なり、あ

るいはその方法なり、具体的な戦略をいろいろ

計画しなきゃいけないわけですけども、概略か

ら申し上げますと、あやめ公園については、む

しろ関東よりは山形近県が多いだろうというこ

とで、具体的に一つの来年の要素としては、フ

ラワー交流都市の事務局といいますか会長市が

今、長井になっておりますので、来年は仙台で

キャンペーンを行う予定でおります。そんなこ

とで、あやめ公園含めた長井の花観光について

は、まちなか観光も含めてですけども、仙台を

中心にまずことしは展開してみようということ

が一つであります。 

 あとはターゲットをどこにするかということ

を明確にやはり、今回は絞り込むやり方もある

のかなと。ですから、例えば女性の50代、60代、

70代だとしたら、その人たちが満足するような

要素をどこで取り入れるかとか、そういったこ

とを、もちろん商工観光課だけじゃなくて観光

協会もあわせて、かつてやったように、あやめ

公園の戦略会議みたいなものも場合によっては

開きながら、関係の皆様からご意見をいただい

て、しっかりとした計画をつくってまいりたい

というふうに思いますが、しかし何回もご指摘

いただいた過大な予算の収入見込み、歳入の見

込みということについては、例えば税収とか地

方交付税を算出するのとまたちょっと違った意

味合いがあるということだけはご理解いただい

て、ですからもうその額でぴたっと、むしろ過

少に見ておいた方がいいわけですよ、そういう

ふうに委員からご指摘いただいたようなことを

考えますと、しかしあくまでも目標ということ

で頑張りたいと思いますので、その点はご理解

いただきたいと思います。 

○安部 隆委員長 ３番、我妻 昇委員。 

○３番 我妻 昇委員 今まで申し上げたのは、

あやめ公園を例にとって申し上げたわけです。

―２５８― 

＋



 

予算の組み方にしても、こうしたことを見過ご

すと大きな問題になり得るんですよということ

で先ほどの例を取り上げたわけですし、また戦

略、観光計画といっても、あやめ公園だけの計

画ではなくて全体の計画立てるわけですので、

こういったこのあやめ公園のきょうのことを参

考に、またきっかけにしてほしいなという意味

で行ったわけですので、ぜひ予算、もちろん税

収とかと全く違うというのはもちろん私わかっ

てやっておりますので、こうしたことを踏まえ

て20年度に生かしていただきたいと。また観光

戦略については近県に力を入れると、ターゲッ

トを絞るということがあるようですから、非常

にターゲットを絞るというのはいいことかなと

思います。ただ、ターゲット絞った場合にはそ

れに見合ったＰＲ、ターゲットと違うところに

ＰＲに力を入れてしまうと何も合わないわけで

すので、ターゲットはどこなんだと、例えば宮

城なんだ、近県なんだ、そしたら近県にＰＲを

強化する、または女性なのだ、個人客なのだ、

そういうときにはそこに見合ったお金を使うと

いうことで、ターゲットに見合ったお金の使い

方をしていただきたいなと願うところでござい

ます。 

＋

 それでは、ちょっと早いようですけれども、

これで質問を終わらせていただきます。ありが

とうございます。 

○安部 隆委員長 以上で通告による総括質疑は

終わりました。 

 

 

 平成１９年度長井市各会計補正予算 

 案についての質疑 

 

 

○安部 隆委員長 これより各会計補正予算の細

部審査に入ります。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いいたします。 

 まず、議案第70号 平成19年度長井市一般会

計補正予算第４号の１件について、ご質疑ござ

いませんか。 

 ９番、渋谷佐輔委員。 

○９番 渋谷佐輔委員 福祉事務所長ですかね、

８ページ、障害児通学支援事業委託料、この事

業については趣旨も理解できます。ただ、委託

先の選定方法についてお伺いしたいと思います。 

○安部 隆委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 お答えします。 

 122万4,000円、障害児通学支援事業というこ

とでございますが、これの積算につきましては、

タクシー会社さんのジャンボタクシーの料金を

参考に積算させていただいております。委託す

る業者さんでございますけれども、長井市内に

は３社ほどタクシー会社がございます。それぞ

れ実績のある会社でございまして、どこにお願

いしても十分な対応はしていただけるものと思

いますので、指名競争入札の方法により選定し

ていきたいというふうに考えております。 

○安部 隆委員長 ほかにご質疑ございませんか。 

 12番、藤原民夫委員。 

○１２番 藤原民夫委員 市民課長にお尋ねをい

たします。 

 ５ページと８ページについて、後期高齢者医

療制度創設準備事業費補助金並びに後期高齢者

医療制度システム構築委託料についてお尋ねを

いたします。来年４月からお年寄りの医療制度

が大きく変わろうとしております。75歳以上を

対象にした新しい医療保険、後期高齢者医療制

度が発足しようとしているわけであります。こ

のたび提案された補正予算、一般会計補正予算

第４号と国民健康保険特別会計補正予算第２号、

それに介護保険特別会計補正予算第１号のそれ

ぞれに予算が計上されておるわけであります。

市民課長にお尋ねいたしますが、来年４月から

お年寄りの医療制度が大きく変わろうとしてい

―２５９― 


